
2020年12月に策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグ

リーン成長戦略」（経済産業省）では、下水熱の活用推進が位置

づけられており、都市空間内での活用が必要不可欠であるとさ

れています。下水熱は地中熱や地下水、河川水といった再生可

能エネルギー熱の一つですが、公共下水道が敷設されている地

域であれば、安定的かつ豊富に存在しているため、事業者が活

用しやすい熱源であり、既にある下水道施設を活用した未利用

エネルギーとして低炭素社会に貢献できるエネルギーであると

いえます。当社では下水熱の活用について、多くの知見を持ち

コスト比較を含め現実的な設計を提案しています。

下水熱利用システムは、利用する下水（処理水及び未処理下

水）、下水熱供給元（下水処理場、ポンプ場、管渠（下水道管

路））に応じて図2に示す4タイプに大別できます。

下水の水温は大気に比べ年間を通して安定しており、夏は冷た

く冬は温かいという特質を持っています。この下水水温と気温の

差（温度差エネルギー）は、敷設された下水道管に存在し、ヒー

トポンプ方式を活用することで、省エネルギー及び温室効果ガス

排出削減効果が期待できます。図1に比較（イメージ）を示します。

下水熱利用の検討は、下水道管理者と熱利用者が協議しなが

ら進める必要があります。当社では活用の有効性を含めて技術

提案を実施します。

今までの下水熱利用は下水処理場内に限られていましたが、近

年、地域における利用の促進に向けて「都市再生特別措置法」

の改正（2011年4月）や「都市の低炭素化の促進に関する法律」

の制定（2012年8月）によって、民間事業者が下水道管理者から

許可を得て下水熱を活用することが可能となりました。また「下

水道法」の改正（2015年5月）により、事業者による下水道暗渠

内への熱交換器の設置も可能となり、より多くの活用に向けて

規制緩和が進んでいます。

図2 下水熱利用システムの主な構成

出典：国土交通省「下水熱利用マニュアル（案）」
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図1 下水水温と気温との比較（イメージ）

出典：国土交通省「下水熱利用マニュアル（案）」
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